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公式通知Ｎｏ．17 

《Moto ミニ 6Hours 宛》 

2024Moto フェスティバル特別規則書の変更 

 

 

2024Moto ミニ 6Hours 特別規則書 第 34 条 順位および完走認定 ～2） 内の 

以下の条文に対して、変更を行う。 

 

変更前 

～2） チェッカーの際にピットエリアにいた車両は、自走（手押し可能）でピットレーン上のコントロールラ 

   インの延長線上を通過することで、ピットレーン内でもチェッカーを受けた車両として扱う。ただし、 

   チェッカーと同時にピットレーン出口は閉鎖されているため、コースインしてはならない。 

   またピットレーン上でチェッカーを受けたチームの周回数はチェッカー時点での完了周回数とするが、 

順位認定についてはコース上でチェッカーを受けたチームが優先され、コース上でチェッカーを受け 

たチームの次の順位となる。 

 

変更後 

～2） チェッカーの際にピットエリアにいた車両は、自走（手押し可能）でピットレーン上のコントロールラ 

   インの延長線上を通過することで、ピットレーン内でもチェッカーを受けた車両として扱う。ただし、 

   チェッカーと同時にピットレーン出口は閉鎖されているため、コースインしてはならない。 

   またピットレーン上でチェッカーを受けたチームの周回数はチェッカー時点での完了周回数とするが、 

順位認定についてはコース上でチェッカーを受けたチームが優先され、コース上でチェッカーを受け 

たチームの次の順位となる。 

 

    

以上 


